
●ファミサポで始まる利用助成●

★西予市ファミサポではH30年4月から「利用助成」を始めます。その内容を紹介します。

ファミリー・サポート・センターにおけるひとり親家庭、低所得者(生活保護世帯、市町村民税非課税）
及びダブルケア負担の世帯(育児と親等の介護を同時に行っている世帯）の利用料金助成を始めます。

アドバイザーが「依頼会員」と「提供会員」の橋渡しをします。

★対象世帯の依頼会員は、対象世帯となるかどうかの確認に必要な書類を提出して頂きます。

第　3　号

★活動までの流れに変更はありません。

●ごあいさつ● 

 
   新年度が始まりました。平素は『西予市ファミリー・サポート・センター事業』に、ご理解・ 

 ご協力頂きありがとうございます。 

  『西予市ファミサポ』も、開始から1年半を 無事迎える事ができました。 

 まだまだ活動自体の知名度・認知度は低いですが、登山のごとく一歩一歩確実に踏みしめ 

 て、地域へ関わって行きたいと願っております。 

  今年度、最初となる第3号をお届けします。宜しくお願いします。 

  

依頼会員さんが、援助活

動を受けるには、先に事

前打合せを行う事が必要

です。 

依頼会員 提供会員 

両方会員 

援助の依頼 

援助の提供 

【対象世帯】 

①ひとり親世帯 

②低所得者世帯 

③ダブルケア世帯 
 

会員登録→援助依頼→事前打合せ→援

助活動の流れには変更はありません。 
 

※利用料金を提供会員へ支払います。 

    ↓ 

※翌月、助成申請の書類を提出します。 

    ↓ 

※後日、西予市から助成します。 

援助活動終了後、活動報告書作成時 

利用料金を受取ってください。 

※報告書はセンターへ提出します。 

ファミリー・サポート・センター 



●ファミサポの活動実績について●

★平成28年10月事業開始～平成30年３月末までにおいて　７組の「援助活動」が、
成立し、通算42回の「援助活動」を実施しました。

１位・・・「迎え」では提供会員さんが、保育
所・幼稚園・小学校へ迎えに行き、依頼会
員さんのご自宅へ送る活動が主でした。

２位・・・「送り」は１位とは逆に、提供会員さ
んが、朝保育所に一緒に登所する活動でし
た。この場合、依頼会員さんが提供会員さ
んの自宅へ、ご出勤前に預けての活動でし
た。

３位・・・「習い事等の場合の援助」では、
保育所から習い事の場所への送り、また
習い事の場所へ迎えに行き、依頼会員
さんの自宅へ送りました。

４位・・・「帰宅後の預かり」では、提供会員さん
が保育所・幼稚園・小学校へ迎えに行き、その
まま一緒に提供会員さんの自宅へ帰り、その
後、お仕事帰りの依頼会員さんが、提供会員
さんの自宅へ、迎えに行く活動でした。

５位・・・「外出時の援助」では、依頼会員さん
が通院される際に、その間提供会員さんの
自宅でお子さんを預かり、依頼会員さんの
迎えを待つ活動でした。この場合、依頼会員
さんが提供会員さんの自宅へ預けます。

★援助活動の内容は、援助活動依頼の後
『事前打合せ』にて詳細を決めています。すべての活動の内容が必ずしも、ここで紹介した通りとの制限はありません。

●登録状況について● 〒797-8501

西予市宇和町卯之町三丁目434番地1

ファミサポでは、引続き『入会希望者』を募集中です。 西予市役所　子育て支援課内

今すぐの利用がなくても登録可能です。
知人・友人など、ご紹介ください。 西予市ファミリー・サポート・センター

・・・平成30年3月末現在の会員数・・・
★「依頼会員」・・・21名　 開所時間：月曜～金曜日

★「提供会員」・・・26名 ※提供会員(両方）13名は講習会 午前８：30～午後17：15

★「両方会員」・・・10名 　未受講の為、仮登録です。
計　　　57名

（0894）62-1520

（土・日・祝祭日、年末年始はお休みです）

≪　発行先　≫ 発行日:H30年5月1日

・・・援助活動について・・・ 

○援助活動にかかった時間を順位ごとに年間で集計しました。 
 

 1位 保育所・幼稚園の迎え    8 時間 

 2位 保育所・幼稚園の送り    7.5時間 

 3位 子どもさんの習い事等の場合の援助      4.5時間 

 4位 保育所・幼稚園・小学校の帰宅後の預かり  4 時間 

 5位 保護者等の外出時の援助             3 時間 

                       という結果になりました。  

○実施した活動内容別での年間順位は・・・ 

 . 

 ☆1位☆  保育所・幼稚園の迎え    16 回          

  

 2位  保育所・幼稚園の送り    15 回 
 

 3位  子どもさんの習い事等の場合の援助       6 回 

  

 4位  保育所・幼稚園・小学校の帰宅後の預かり   3 回 

  

 5位  保護者等の外出時の援助             2 回  

                         という結果でした。 

★小学校を卒業されたお子様は援助対象外となります★ 

  平成17年4月2日から平成18年4月1日生まれのお子様は今春、小学校を卒業されました。 

おめでとうございます。 今まで 事前打合せや援助活動をしてくださった提供会員・両方会員の皆様 

ありがとうございました。 

実施した援助内容を具体

的に紹介します（＾＾） 


